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助成対象団体とは、具体的にどのような団体を指すか。

本事業における「助成対象団体」とは、実施要領「第２　助成対象団

体」の要件を満たす法人の他、自治会や同窓会、互助会、ボランティ

ア団体等の「権利能力なき社団」、その他任意団体を含みます。

本事業を実施するための企業連携体を組織した場合、助成対象と

なるか。

差支えありませんが、次の点にご留意ください。

●連合体として申請される場合、本事業においては１団体として扱う

とともに、連合体の主たる団体及び代表責任者を明確にする必要があ

ります。

●実施要領「第２　助成対象団体」（１）における各要件は、すべて

の構成団体で満たしている必要があります。

●団体の運営に関する規約等の写しついては、構成団体それぞれご提

出ください。

●本事業のために連合体の団体規約を新たに作る必要はありません。


